
 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成26年３月31日                                                

                                            岩手県人事委員会      

委員長 熊 谷 隆 司  

岩手県人事委員会規則第11号    

   期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和39年岩手県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 給与条例第38条第１項前段及び給与等条例第29条第１

項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、これら

に規定するそれぞれの基準日（以下この条、次条、第５条及

び第７条において「基準日」という。）に在職する職員（給

与条例第38条の２各号又は給与等条例第29条の２各号のいず

れかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の

職員とする。 

(１)～(10) ［略］ 

  

 

 

第３条 給与条例第38条第１項後段又は給与等条例第29条第１

項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) その退職に引き続き次に掲げる職員（非常勤である職

員にあっては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める

職員に限る。）となった職員で人事委員会の定めるもの 

ア・イ ［略］ 

ウ 地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行

政法人の職員 

エ・オ ［略］ 

（期末手当に係る在職期間） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 育児休業法第２条の規定に基づき育児休業をしている

職員（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以

下である職員を除く。）、公益的法人等派遣職員のうち育

児介護休業法第２条第１号に規定する育児休業をしている

（期末手当の支給を受ける職員） 

第２条 給与条例第38条第１項前段及び給与等条例第29条第１

項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、これら

に規定するそれぞれの基準日（以下この条、次条、第５条及

び第７条において「基準日」という。）に在職する職員（給

与条例第38条の２各号又は給与等条例第29条の２各号のいず

れかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる職員以外の

職員とする。 

(１)～(10) ［略］ 

 (11) 配偶者同行休業職員（職員の配偶者同行休業に関する

条例（平成26年岩手県条例第13号）第２条の規定に基づき

配偶者同行休業をしている職員をいう。） 

第３条 給与条例第38条第１項後段又は給与等条例第29条第１

項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員と

し、これらの職員には、期末手当を支給しない。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) その退職に引き続き次に掲げる職員（非常勤である職

員にあっては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める

職員に限る。）となった職員で人事委員会の定めるもの 

ア・イ ［略］ 

ウ 地方独立行政法人法第８条第３項に規定する一般地方

独立行政法人の職員 

エ・オ ［略］ 

（期末手当に係る在職期間） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 育児休業法第２条の規定に基づき育児休業をしている

職員（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上

あるときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以

下である職員を除く。）、公益的法人等派遣職員のうち育

児介護休業法第２条第１号に規定する育児休業をしている



職員（当該育児休業をしている期間（当該期間が２以上あ

るときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下

である職員を除く。）並びに第２条第９号及び第10号に掲

げる職員として在職した期間については、その２分の１の

期間 

(４)～(６) ［略］ 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第８条 給与条例第39条第１項前段及び給与等条例第30条第１

項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、これら

に規定するそれぞれの基準日（第11条、第12条及び第13条に

おいて「基準日」という。）に在職する職員（給与条例第39

条第５項において準用する給与条例第38条の２各号又は給与

等条例第30条第５項において準用する給与等条例第29条の２

各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる

職員以外の職員とする。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 第２条第９号及び第10号に該当する者 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第12条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１) ［略］ 

(２) 育児休業法第２条の規定に基づき育児休業をしている

職員、公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第２条

第１号に規定する育児休業をしている職員並びに第２条第

９号及び第10号に掲げる職員として在職した期間 

(３)～(11) ［略］ 

３ 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合にお

いて、当該期間中に前項第２号（第２条第10号に相当する期

間に限る。以下この項において同じ。）及び第５号から第10

号までに掲げる期間に相当する期間があるときは、当該期間

は、それぞれ同項第２号及び第５号から第10号までに掲げる

期間に含むものとする。 

職員（当該育児休業をしている期間（当該期間が２以上あ

るときは、それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下

である職員を除く。）及び第２条第９号から第11号までに

掲げる職員として在職した期間については、その２分の１

の期間 

(４)～(６) ［略］ 

（勤勉手当の支給を受ける職員） 

第８条 給与条例第39条第１項前段及び給与等条例第30条第１

項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、これら

に規定するそれぞれの基準日（第11条、第12条及び第13条に

おいて「基準日」という。）に在職する職員（給与条例第39

条第５項において準用する給与条例第38条の２各号又は給与

等条例第30条第５項において準用する給与等条例第29条の２

各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる

職員以外の職員とする。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 第２条第９号から第11号までに該当する者 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第12条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１) ［略］ 

(２) 育児休業法第２条の規定に基づき育児休業をしている

職員、公益的法人等派遣職員のうち育児介護休業法第２条

第１号に規定する育児休業をしている職員及び第２条第９

号から第11号までに掲げる職員として在職した期間 

(３)～(11) ［略］ 

３ 職員に公益的法人等派遣職員であった期間がある場合にお

いて、当該期間中に前項第２号（第２条第10号及び第11号に

相当する期間に限る。以下この項において同じ。）及び第５

号から第10号までに掲げる期間に相当する期間があるときは

、当該期間は、それぞれ同項第２号及び第５号から第10号ま

でに掲げる期間に含むものとする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
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